
















































































都市経営会議資料

総務部人事室給与労務課

１　人事院勧告に準じる改正

（１）給料表 令和4年4月1日適用

若年層を中心に給料表の引き上げ改定を行う。

平均改定率

行政職給料表 ＋0.25％

消防職給料表 ＋0.32％

医療職給料表（一） ＋0.01％

医療職給料表（二） ＋0.42％

（２）期末勤勉手当 令和4年12月1日適用（令和4年度分のみ）

令和4年12月期について、勤勉手当を0.1月分引き上げる。

令和5度以降は、引き上げ分を6月期と12月期に振り分け、令和4年度改正前からそれ

 ぞれ0.05月分引き上げる。

再任用職員以外の職員

再任用職員

２　その他の改正

就職氷河期世代を対象とした職員採用を実施するなど、前歴を有する職員の採用が

 増加していることから、行政職給料表の1級について号給の継ぎ足しを行う。

３　施行日

給料表（上記2の改正を除く）及び令和4年度12月期の勤勉手当の改正は公布の日から

 施行し、給料表の改正は令和4年4月1日から、勤勉手当の改正は令和4年12月1日から適

 用する。

行政職給料表（上記2の改正に限る）及び令和5年度以降の期末勤勉手当に関する改正

 は令和5年4月1日から施行する。

宝塚市一般職の職員の給与に関する条例の改正概要

期末 勤勉 期末 勤勉 勤勉引上 期末 勤勉 勤勉引上

6月期 1.2月分 0.95月分 1.2月分 0.95月分 - 1.2月分 1.0月分 +0.05月分

12月期 1.2月分 0.95月分 1.2月分 1.05月分 +0.1月分 1.2月分 1.0月分 -0.05月分

年間計 +0.1月分 -

令和4年度 令和5年度以降

改正前 改正後 改正後

4.3月分 4.4月分 4.4月分

期末 勤勉 期末 勤勉 勤勉引上 期末 勤勉 勤勉引上

6月期 0.675月分 0.45月分 0.675月分 0.45月分 - 0.675月分 0.475月分 +0.025月分

12月期 0.675月分 0.45月分 0.675月分 0.5月分 +0.05月分 0.675月分 0.475月分 -0.025月分

年間計 +0.05月分 -

令和4年度 令和5年度以降

改正前 改正後 改正後

2.25月分 2.3月分 2.3月分




